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(57)【要約】
　反射材の複数のストランドを備える網状反射物品であ
って、反射材の複数のストランドは、反射材のブリッジ
領域にて互いにくっついており、かつブリッジ領域間に
おいて反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能
であり、開口部は、可変的に拡張可能な面積を提供する
ように少なくとも１つの方向に拡張可能であり、反射材
は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、開口部の
それぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し、複数のストラ
ンドのそれぞれは、厚さを有し、網状反射物品は、長手
方向及び幅方向のうちの少なくとも１つに拡張可能であ
る網状反射物品が提供される。少なくとも２つの方向に
拡張可能な網状反射物品も提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射材の複数のストランドを備える網状反射物品であって、
　前記反射材の複数のストランドは、前記反射材のブリッジ領域で互いにくっついており
、かつ前記ブリッジ領域の間で反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能であり、
　前記開口部は、可変的に拡張可能な面積を提供するように拡張可能であり、
　前記反射材は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、
　前記開口部のそれぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し、前記複数のストランドのそれぞ
れは、厚さを有し、
　前記網状反射物品は、長手方向及び幅方向のうちの少なくとも一方に拡張可能である、
網状反射物品。
【請求項２】
　前記反射材の前記複数のストランドの間が第１の幅寸法となるように分離されると第１
の反射輝度を提供し、前記反射材の前記複数のストランドの間が第２の幅寸法となるよう
に分離されると第２の反射輝度を提供する、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　前記第１の反射輝度と前記第２の反射輝度との間の輝度の減少は、少なくとも約１０％
の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、前記輝度の両方は、ＡＳＴＭ　Ｅ８
１０－０３（２０１３）に従い、未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定され
る、請求項２に記載の物品。
【請求項４】
　前記第１の幅寸法から前記第２の幅寸法における開口面積の変化は少なくとも２０％で
あり、前記第１の反射輝度と前記第２の反射輝度との間の輝度の前記減少は、少なくとも
２５％の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、前記輝度の両方は、ＡＳＴＭ
　Ｅ８１０－０３（２０１３）に従い未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定
され、更に、前記網状反射物品は、少なくとも５．５ｃｍ／ｓの透過性を有する、請求項
２に記載の物品。
【請求項５】
　接着剤層が配設された前記反射材の前記複数のストランドの間が第１の幅寸法となるよ
うに分離されると第１の反射輝度を提供し、接着剤層が配設された前記反射材の前記複数
のストランドの間が第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する、
請求項２に記載の物品。
【請求項６】
　前記第１の幅寸法は前記第２の幅寸法よりも小さい、請求項３又は４に記載の物品。
【請求項７】
　前記第１の反射輝度は、前記第２の反射輝度よりも高い、請求項６に記載の物品。
【請求項８】
　非反射領域は、前記反射材の総表面積の少なくとも２５％を含む、請求項１に記載の物
品。
【請求項９】
　非反射領域は、前記反射材の前記総表面積の少なくとも５０％を含む、請求項１に記載
の物品。
【請求項１０】
　前記反射材の前記反射性の主面に貼着されたキャリアテープを更に備える、請求項１に
記載の物品。
【請求項１１】
　前記反射材の前記主面のうちの一方に配設された接着剤層を更に備え、前記接着剤層は
、前記反射材の前記複数のストランド上に配設される、複数のストランドに分離可能であ
る、請求項１に記載の物品。
【請求項１２】
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　前記網状反射物品とは反対側の前記接着剤層の主面上ｆに配設された基材を更に備える
、請求項２に記載の物品。
【請求項１３】
　前記基材は、エラストマー性である、請求項１２に記載の物品。
【請求項１４】
　前記物品が拡張していない形態のときには第１の輝度、前記物品が拡張した形態のとき
には第２の輝度を有する、請求項１２に記載の物品。
【請求項１５】
　前記物品が拡張していない形態のときには第１の透過性、前記物品が拡張した形態のと
きには第２の透過性を有する、請求項１２に記載の物品。
【請求項１６】
　前記反射材は、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、及び微小球フィルムのうち
の少なくとも１つから選択される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の物品。
【請求項１７】
　反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能な前記反射材の複数の領域を備える、
長手方向及び幅方向を有する網状反射物品であって、
　前記反射材は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、
　前記開口部のそれぞれは、長手寸法及び幅寸法を有し、
　前記網状反射物品は、少なくとも２つの方向に拡張可能である、
　網状反射物品。
【請求項１８】
　共通の交差部から径方向に延びる多数の前記複数の領域を更に備える、請求項１７に記
載の物品。
【請求項１９】
　前記反射材の前記複数の領域の間が第１の幅寸法となるように分離されると第１の反射
輝度を提供し、前記反射材の前記複数の領域の間が第２の幅寸法となるように分離される
と第２の反射輝度を提供する、請求項１７又は１８に記載の物品。
【請求項２０】
　前記第１の反射輝度と前記第２の反射輝度との間の輝度の減少は、約１０％の輝度の減
少から約９０％の輝度の減少までであり、前記輝度の両方は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３
（２０１３）に従い未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定される、請求項１
９に記載の物品。
【請求項２１】
　前記第１の幅寸法から前記第２の幅寸法における開口面積の変化は少なくとも２０％で
あり、前記第１の反射輝度と前記第２の反射輝度との間の輝度の前記減少は、少なくとも
２５％の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、前記輝度の両方は、ＡＳＴＭ
　Ｅ８１０－０３（２０１３）に従い未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定
され、更に、前記網状反射物品は、少なくとも５．５ｃｍ／ｓの透過性を有する、請求項
１９に記載の物品。
【請求項２２】
　接着剤層が配設された前記反射材の前記複数の領域の間が第１の幅寸法となるように分
離されると第１の反射輝度を提供し、接着剤層が配設された前記反射材の前記複数の領域
の間が第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する、請求項１９に
記載の物品。
【請求項２３】
　前記第１の反射輝度は前記第２の反射輝度よりも高い、請求項２１に記載の物品。
【請求項２４】
　前記反射材の前記反射性の主面に貼着されたキャリアテープを更に備える、請求項１７
に記載の物品。
【請求項２５】
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　前記反射材の前記主面のうちの１つに配設された接着剤層を更に備え、前記接着剤層は
、前記反射材の前記複数の領域上に配設される、複数の領域に分離可能である、請求項１
７に記載の物品。
【請求項２６】
　前記網状反射物品とは反対側の前記接着剤層の主面上に配設された基材を更に備える、
請求項１９に記載の物品。
【請求項２７】
　前記基材はエラストマー性である、請求項１７に記載の物品。
【請求項２８】
　前記物品が拡張していない形態のときには第１の輝度、前記物品が拡張した形態のとき
には第２の輝度を有する、請求項２５に記載の物品。
【請求項２９】
　前記物品が拡張していない形態のときには第１の透過性、前記物品が拡張した形態のと
きには第２の透過性を有する、請求項２５に記載の物品。
【請求項３０】
　前記反射材は、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、及び微小球フィルムのうち
の少なくとも１つから選択される、請求項１７～２９のいずれか一項に記載の物品。
【請求項３１】
　少なくとも長手寸法及び幅寸法を有する反射物品であって、
　複数のスリットが形成された、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、微小球フィ
ルム、又はこれらの組み合わせを備える反射層を備え、
　前記複数のスリットは、スリット方向を有し、前記スリットのそれぞれは、前記スリッ
ト方向に沿って、上部方向と、反対の下部方向とを有し、前記スリット方向は、前記長手
寸法又は前記幅寸法に少なくとも実質的に平行であり、前記複数のスリットは、前記スリ
ット方向に垂直な軸線に関してオフセットした少なくとも２つの隣接するスリットを備え
、前記反射物品が予め伸張された状態のときに、少なくとも２つの隣接するスリットの前
記上部と前記下部は、前記スリット方向に沿って５ｍｍ以下離れている、
　反射物品。
【請求項３２】
　前記反射物品が予め伸張された状態のときに、前記少なくとも２つの隣接するスリット
の前記上部と前記下部は、前記スリット方向に沿って３ｍｍ以下離れている、請求項３１
に記載の物品。
【請求項３３】
　前記反射物品が予め伸張された状態のときに、前記少なくとも２つの隣接するスリット
の前記上部と前記下部は、前記スリット方向に沿って１ｍｍ以下離れている、請求項３１
に記載の物品。
【請求項３４】
　前記反射物品が予め伸張された状態のときに、前記少なくとも２つの隣接するスリット
の前記上部と前記下部は、前記スリット方向に沿って同一線まで延びる、請求項３１に記
載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権
　本開示は、その開示内容が参照により本明細書に援用される、２０１６年９月１日に出
願のＲＥＴＩＣＵＬＡＴＥＤ　ＲＥＦＬＥＣＴＩＶＥ　ＭＡＴＥＲＩＡＬという名称の米
国仮特許出願第６２／３８２，４６９号の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は、反射材に関し、より具体的には、防護衣類に使用するための網状反射材に関
する。
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【背景技術】
【０００３】
　反射材は、いくつかの例を挙げると、道路標識、ナンバープレート、履物、及び衣服用
ワッペンを含む様々な用途で使用するために開発されてきた。反射材は、衣服の高視認性
トリム材料として、着用者の視認性を高めるために使用されることが多い。例えば、反射
材は、消防士、救助隊員、救急救命士等が着用する防護衣類に付加されることが多い。
【０００４】
　再帰反射性は、様々な方法で提供することができ、その方法には、コーティングされた
アルミニウム層などの反射剤と協働する極小ガラスビーズ又は微小球の層の使用によるも
のを含む。ビーズは、バインダー層に一部埋め込むことができ、このバインダー層は、ビ
ーズが大気中に一部露出するようにビーズを布地に保持する。ビーズの露出した部分に入
る入射光は、ビーズによって反射剤上に集束され、この反射剤は、典型的にはバインダー
層に埋め込まれたビーズの背後に配設されている。反射剤は入射光を、ビーズを通し反射
させて戻し、光を入射方向とは反対の方向に、ビーズの露出した部分を通して出す。
【０００５】
　反射材は、夜間及び夕暮れ時に消防士及び救助隊員の視認性を高めるのに特に有用であ
り得る。しかしながら、一部の状況では、火災時、消防士の衣類は極端な温度に曝される
場合があり、反射材が衣類の内部に熱を閉じ込めることになる。特定の条件下では、閉じ
込められた熱によって不快感、又は更には消防士の皮膚の火傷に至る可能性がある。
【０００６】
　特に、反射材の下に集まった水分は、火災による極端な温度に曝されると、急激に膨張
する可能性がある。消防士は、膨張した水分が反射材を素早く通過させられることができ
なければ、極端な温度に曝されるおそれがある。一部の場合では、これにより、反射材を
有する衣類部分の下の消防士の皮膚が蒸気による火傷になる可能性がある。多孔反射材を
含む従来の反射材は、一般に、この現象を示す。例えば、従来の多孔反射材としては、ニ
ードルパンチ式穴、レーザーパンチ式穴、スリット、又は紙用パンチで作製した比較的大
きな穴を有する標準的な反射性トリムが挙げられる。
【発明の概要】
【０００７】
　異なるレベルの輝度及び異なる程度の通気性又は空気／水分透過性を提供するために１
つ以上の方向に拡張可能な反射物品に対する需要がある。概して、本開示は、上述の需要
を満たす防護衣類に使用するための網状反射材について記載する。
【０００８】
　一態様においては、反射材の複数のストランドであって、反射材の複数のストランドは
、反射材のブリッジ領域にて互いにくっついており、かつブリッジ領域の間で反射材内に
開口部を設けるように互いに分離可能であり、開口部は、可変的に拡張可能な面積を提供
するように拡張可能であり、反射材は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、開口部
のそれぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し、複数のストランドのそれぞれは、厚さを有し
、網状反射物品は、長手方向及び幅方向のうちの少なくとも一方に拡張可能である、網状
反射物品が設けられる。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、物品は、反射材の複数のストランドの間が第１の幅寸法とな
るように分離されると第１の反射輝度を提供し、反射材の複数のストランドの間が第２の
幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する。いくつかの実施形態では、
第１の反射輝度と第２の反射輝度との間の輝度の減少は、少なくとも約１０％の輝度の減
少から約９０％の輝度の減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３（２０１
３）に従い、未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定される。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、第１の幅寸法から第２の幅寸法における開口面積の変化は少
なくとも２０％であり、第１の反射輝度と第２の反射輝度との間の輝度の減少は、少なく
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とも２５％の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ
８１０－０３（２０１３）に従い未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定され
、更に、網状反射物品は、少なくとも５．５ｃｍ／ｓの透過性を有する。いくつかの実施
形態では、物品は、接着剤層が配設された反射材の複数のストランドの間が第１の幅寸法
となるように分離されると第１の反射輝度を提供し、接着剤層が配設された反射材の複数
のストランド間が第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する。い
くつかの実施形態では、第１の幅寸法は第２の幅寸法よりも小さい。いくつかの実施形態
では、第１の反射輝度は、第２の反射輝度よりも高い。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、非反射領域は、反射材の総表面積の少なくとも２５％を含む
。いくつかの実施形態では、非反射領域は、反射材の総表面積の少なくとも５０％を含む
。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、網状反射物品は、反射材の反射性の主面に貼着されたキャリ
アテープを更に備える。いくつかの実施形態では、網状反射物品は、反射材の主面のうち
の一方に配設された接着剤層を更に備え、接着剤層は、反射材の複数のストランド上に配
設される、複数のストランドに分離可能である。いくつかの実施形態では、網状反射物品
は、網状反射物品とは反対側の接着剤層の主面上に配設された基材を更に備える。いくつ
かの実施形態では、基材はエラストマー性である。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、物品は、物品が拡張していない形態のときには第１の輝度、
物品が拡張した形態のときには第２の輝度を有する。いくつかの実施形態では、物品は、
物品が拡張していない形態のときには第１の透過性、物品が拡張した形態のときには第２
の透過性を有する。いくつかの実施形態では、反射材は、光学フィルム、マイクロプリズ
ムフィルム、及び微小球フィルムのうちの少なくとも１つから選択される。
【００１４】
　別の態様においては、本開示は、反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能な反
射材の複数の領域を備える、長手方向及び幅方向を有する網状反射物品であって、反射材
は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、開口部のそれぞれは長手寸法及び幅寸法を
有し、網状反射物品は少なくとも２つの方向に拡張可能である、網状反射物品を設ける。
いくつかの実施形態では、物品は、共通の交差部から径方向に延びる多数の複数の領域を
更に備える。
【００１５】
　別の態様においては、本開示は、少なくとも長手寸法及び幅寸法を有する反射物品であ
って、複数のスリットが形成された、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、微小球
フィルム、又はこれらの組み合わせを備える反射層を備え、複数のスリットはスリット方
向を有し、スリットのそれぞれは、スリット方向に沿って、上部方向と、反対の下部方向
とを有し、スリット方向は、長手寸法又は幅寸法に少なくとも実質的に平行であり、複数
のスリットは、スリット方向に垂直な軸線に対してオフセットした少なくとも２つの隣接
するスリットを備え、反射物品が予め伸張された状態のときに、少なくとも２つの隣接す
るスリットの上部と下部は、スリット方向に沿って５ｍｍ以下離れている、反射物品を設
ける。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、物品は、反射材の複数の領域の間が第１の幅寸法となるよう
に分離されると第１の反射輝度を提供し、反射材の複数の領域の間が第２の幅寸法となる
ように分離されると第２の反射輝度を提供する。いくつかの実施形態では、第１の反射輝
度と第２の反射輝度との間の輝度の減少は、約１０％の輝度の減少から約９０％の輝度の
減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３（２０１３）に従い、未洗濯の網
状反射物品に対して実施したときに決定される。いくつかの実施形態では、第１の幅寸法
から第２の幅寸法における開口面積の変化は少なくとも２０％であり、第１の反射輝度と
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第２の反射輝度との間の輝度の減少は、少なくとも２５％の輝度の減少から約９０％の輝
度の減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３（２０１３）に従い未洗濯の
網状反射物品に対して実施したときに決定され、更に、網状反射物品は、少なくとも５．
５ｃｍ／ｓの透過性を有する。いくつかの実施形態では、物品は、接着剤層が配設された
反射材の複数の領域の間が第１の幅寸法となるように分離されると第１の反射輝度を提供
し、接着剤層が配設された反射材の複数の領域の間が第２の幅寸法となるように分離され
ると第２の反射輝度を提供する。いくつかの実施形態では、第１の反射輝度は、第２の反
射輝度よりも高い。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、網状反射物品は、反射材の反射性の主面に貼着されたキャリ
アテープを更に備える。いくつかの実施形態では、網状反射物品は、反射材の主面のうち
の一方に配設された接着剤層を更に備え、接着剤層は、反射材の複数の領域上に配設され
る、複数の領域に分離可能である。いくつかの実施形態では、網状反射物品は、網状反射
物品とは反対側の接着剤層の主面上に配設された基材を更に備える。いくつかの実施形態
では、基材はエラストマー性である。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、物品は、物品が拡張していない形態のときには第１の輝度、
物品が拡張した形態のときには第２の輝度を有する。いくつかの実施形態では、物品は、
当該物品が拡張していない形態のときには第１の透過性、当該物品が拡張した形態のとき
には第２の透過性を有する。いくつかの実施形態では、反射材は、光学フィルム、マイク
ロプリズムフィルム、及び微小球フィルムのうちの少なくとも１つから選択される。
【００１９】
　これら及び他の実施形態の更なる詳細については、添付の図面及び下記の説明において
示す。他の特徴、目的及び利点は、説明及び図面から、かつ特許請求の範囲から明らかと
なるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１Ａ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図１Ｂ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図２Ａ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図２Ｂ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図３Ａ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図３Ｂ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図４Ａ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図４Ｂ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明で
開示される網状反射材を示す。
【図５Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパターン
を示す。
【図５Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパターン
を示す。
【図６Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える２つの異なるサイズ及び
／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図６Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える２つの異なるサイズ及び



(8) JP 2019-529976 A 2019.10.17

10

20

30

40

50

／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図７Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える３つの異なるサイズ及び
／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図７Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える３つの異なるサイズ及び
／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図８Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパターン
を示す。
【図８Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパターン
を示す。
【図９Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える３つの異なるサイズ及び
／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図９Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える３つの異なるサイズ及び
／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１０Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパター
ンを示す。
【図１０Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパター
ンを示す。
【図１１Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパター
ンを示す。
【図１１Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパター
ンを示す。
【図１２Ａ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明
で開示される網状反射材を示す。
【図１２Ｂ】多様なサイズ及び拡張の程度における菱形スリットパターンを有する本発明
で開示される網状反射材を示す。
【図１３Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える３つの異なるサイズ及
び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１３Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える３つの異なるサイズ及
び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１４Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパター
ンを示す。
【図１４Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える非菱形スリットパター
ンを示す。
【図１５Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える２つの異なるサイズ及
び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１５Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも１つの方向に与える２つの異なるサイズ及
び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１６Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも２つの方向に与える２つの異なるサイズ及
び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１６Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも２つの方向に与える２つの異なるサイズ及
び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１７Ａ】径方向の拡張などの網状反射物品の拡張を少なくとも２つの方向に与える多
数の複数の拡張可能な再帰反射領域を有する網状反射物品を示す。
【図１７Ｂ】径方向の拡張などの網状反射物品の拡張を少なくとも２つの方向に与える多
数の複数の拡張可能な再帰反射領域を有する網状反射物品を示す。
【図１７Ｃ】径方向の拡張などの網状反射物品の拡張を少なくとも２つの方向に与える多
数の複数の拡張可能な再帰反射領域を有する網状反射物品を示す。
【図１８Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも２つの方向に与える２つの異なるサイズ及
び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１８Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも２つの方向に与える２つの異なるサイズ及
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び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１９Ａ】網状反射物品の拡張を少なくとも３つの方向に与えるように収束する３つの
異なるサイズ及び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図１９Ｂ】網状反射物品の拡張を少なくとも３つの方向に与えるように収束する３つの
異なるサイズ及び／又は形状の開口部を有する網状反射物品を示す。
【図２０】本発明で開示される再帰反射物品の断面図である。
【図２１Ａ】開示されるいくつかの実施形態に見られるスリットパターンの特定の特性を
例示する反射物品を示す。
【図２１Ｂ】開示されるいくつかの実施形態に見られるスリットパターンの特定の特性を
例示する反射物品を示す。
【図２１Ｃ】開示されるいくつかの実施形態に見られるスリットパターンの特定の特性を
例示する反射物品を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　概して、本開示は、防護衣類に使用するための網状反射材について記載する。材料は、
高レベルの反射輝度を提供するものの、加熱された水分及び極端な温度への曝露は阻止す
るほどの適切な透過性を提供する不連続反射パターンを含んでもよい。
【００２２】
　一部の場合では、本開示は、衣類自体、すなわち、保護用装備の外部層又は外部シェル
について記載する。他の場合では、本開示は、防護衣類に付加され得る衣服ワッペンなど
の物品について記載する。更に他の場合では、本開示は、外部シェル上の不連続反射パタ
ーン、並びにサーマルライナー及び水分バリアなどの付加的な層を含む保護用装備につい
て記載する。
【００２３】
　本明細書では、用語「物品」及び「網状反射物品」は、互換的に使用される。
【００２４】
　本明細書で使用する場合、用語「エラストマー性」は、変形力が取り除かれるとその本
来の形状を回復することができる任意の材料を含むことを意味する。
【００２５】
　本明細書で使用する場合、用語「反射性」は、所与の材料による光の方向転換を意味す
る。本明細書で使用する場合、用語「再帰反射」は、所与の材料から光源に向かって戻る
光の反射を意味する。本明細書では、用語「反射性」及び「再帰反射性」は、互換的に使
用される。
【００２６】
　本明細書で使用する場合、用語「網状」は、特定の箇所で接合された網のような構成の
ストランド又は領域を意味する。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、本開示は、長手方向及び幅方向を有する反射材の複数のスト
ランドを含む網状反射物品であって、反射材のブリッジ領域にて互いにくっついており、
ブリッジ領域の間で反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能であり、開口部は、
可変的に拡張可能な面積を提供し、反射材は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、
また、開口部のそれぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し、複数のストランドのそれぞれは
厚さを有し、また、網状反射物品は、少なくとも１つの方向に拡張可能である網状反射物
品を提供する。
【００２８】
　本開示では、網状反射物品の拡張は、網状反射物品の開口部の面積の変化とみなされる
。本発明で開示される網状反射物品は、１つ以上の方向に拡張されたときに異なる量の開
口面積を提供することができる。網状反射物品が拡張されるにつれて開口面積の量が増加
し、輝度の低下及び透過性の増加をもたらす。いくつかの実施形態では、拡張は、網状反
射物品を基材に取り付ける前に行うことができる。いくつかの実施形態では、拡張は、例
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えば、網状反射物品がアクティブウエア（active wear）の肘又は膝領域に取り付けられ
ている場合など、ユーザの動きによって起こる。
【００２９】
　図１Ａ、図１Ｂ、図２Ａ、図２Ｂ、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、図５Ａ、図５Ｂ
、図８Ａ、図８Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１Ａ、図１１Ｂ、図１２Ａ、図１２Ｂ、図
１４Ａ、図１４Ｂ、及び図２０を参照すると、長手方向及び幅方向を有し、反射材２０の
ブリッジ領域１８にて互いにくっついており、反射材内に開口部２２を提供するようにブ
リッジ領域１８の間において互いに分離可能である、反射材２０の複数のストランド１６
を含む、網状反射物品１０であって、開口部２２は可変的に拡張可能な面積を提供し、反
射材２０は反射性の主面２４と非反射性の主面２６を備え（図２０）、また、開口部２２
のそれぞれは長手寸法１２と幅寸法１４とを有し、複数のストランド１６のそれぞれは厚
さ１５を有し、また、網状反射物品１０は少なくとも１つの方向に拡張可能である、網状
反射物品１０が示されている。いくつかの実施形態では、拡張が網状反射物品１０の長手
寸法１２に平行な軸線に沿って起こるように、拡張の方向は長手方向である。いくつかの
実施形態では、拡張が網状反射物品１０の幅寸法１４に平行な軸線に沿って起こるように
、拡張の方向は幅方向である。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、開口部２２は、長手方向１２が幅寸法よりも大きい。例えば
、図１Ａ、図１Ｂ、図２Ａ、図２Ｂ、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、図１２Ａ、図１
２Ｂに示すものなどのいくつかの実施形態では、開口部２２は菱形を有する。図５Ａ、図
５Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１Ａ、図１１Ｂ、図１４Ａ、及び図１
４Ｂに示すものなどのいくつかの実施形態では、開口部は菱形以外の形状を有する。図１
Ａ、図２Ａ、図３Ａ、図４Ａ、図４Ａ、図５Ａ、図８Ａ、図１０Ａ、図１１Ａ、及び図１
２Ａに示すように、網状反射物品１０内に、図１Ｂ、図２Ｂ、図３Ｂ、図４Ｂ、図５Ｂ、
図８Ｂ、図１０Ｂ、図１１Ｂ、及び図１２Ｂに示す開口部２２をもたらす１つの大きさの
スリット１１又はミシン目がある。
【００３１】
　ここで図６Ａ、図６Ｂ、図１４Ａ、図１４Ｂ、図１５Ａ、及び図１５Ｂを参照すると、
いくつかの実施形態では、本明細書で開示する網状反射物品１０は、より複雑に拡張でき
るように２組の開口部を設ける。例えば、図６Ａ及び図１５Ａに示すように、網状反射物
品１０内に、図６Ｂ、図１４Ｂ及び図１５Ｂに示す開口部２２、２３をもたらす２つの大
きさのスリット１１、２１又はミシン目がある。
【００３２】
　ここで図７Ａ、図７Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、図１３Ａ、及び図１３Ｂを参照すると、いく
つかの実施形態では、本明細書で開示する網状反射物品１０は、より複雑に拡張できるよ
うに２組を超える開口部を設ける。例えば、図７Ａ、図９Ａ及び図１３Ａに示すように、
網状反射物品１０内に、図７Ｂ、図９Ｂ及び図１３Ｂに示す開口部２２、２３をもたらす
３つの大きさのスリット１１、２１、３１又はミシン目がある。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、網状反射物品１０は、網状反射物品１０の拡張の量に応じた
輝度の変化率を有する。例えば、網状反射物品１０が拡張するにつれて輝度は低下する。
網状反射物品１０は、約１０％から少なくとも約３００％の範囲内において面積が拡張す
る。いくつかの実施形態では、網状反射物品１０の拡張していない状態から網状反射物品
１０の拡張したバージョンへの輝度の変化率は、約９０％から４０％未満もの範囲の輝度
の減少率である。いくつかの実施形態では、網状反射物品１０は、接着剤層２８（図２０
）が配設された反射材２０の複数のストランド１６の間が第１の幅寸法となるように分離
されると、第１の反射輝度を提供し、接着剤層２８が配設された反射材の複数のストラン
ド１６の間が第２の幅寸法となるように分離されると、第２の反射輝度を提供する。これ
らの変化する輝度及び透過性は、網状反射物品１０の多数回の洗濯前及び／又は洗濯後に
評価され得る。いくつかの実施形態では、第１の幅寸法から第２の幅寸法における開口面
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積の変化は少なくとも２０％であり、第１の反射輝度と第２の反射輝度との間の輝度の減
少は、少なくとも２５％の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、両輝度は、
ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３（２０１３）に従い、未洗濯の網状反射物品に対して実施した
ときに決定され、更に、網状反射物品は、少なくとも５．５ｃｍ／ｓの透過性を有する。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、第１の幅寸法は第２の幅寸法よりも小さい。いくつかの実施
形態では、第１の反射輝度は第２の反射輝度よりも高い。いくつかの実施形態では、網状
反射物品１０の非反射領域は、反射材２０の総表面積の少なくとも２５％を含む。いくつ
かの実施形態では、網状反射物品１０の非反射領域は、反射材２０の総表面積の少なくと
も５０％を含む。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、網状反射物品１０は、少なくとも、物品が伸張する前の１つ
のスリットと別のスリットとの関係によって説明され得る。いくつかの実施形態では、網
状反射物品１０は、物品が伸張する前、及び物品が伸張し、少なくとも部分的に、その予
め伸張した状態に戻った後の１つのスリットと別のスリットとの関係によって説明され得
る。明記されない場合、任意の重なり又は重なりのない程度は、少なくとも、網状反射物
品が、例えば、予め伸張した状態に伸張される前に測定された重なりの程度を指す。特に
、長手寸法１２に垂直な軸線に対してオフセットした（又は幅寸法となるように垂直な軸
線に対してオフセットした）スリットの重なりの程度である。
【００３６】
　隣接するスリットは、マイナスの重なり、重なりなし（例えば、隣接するスリットは実
質的に同じ箇所にある）、又はある程度の重なりを有することができる。図２１Ａ、図２
１Ｂ及び図２１Ｃは、重なりの程度に関する３つの状態を示す。図２１Ａ、図２１Ｂ及び
図２１Ｃにおいて、重なりの程度は長手寸法に対して測定されるが、当業者であれば、重
なりの程度は、幅寸法に対して、又は長手寸法及び幅寸法の両方に対するパターン（例え
ば、図１６Ａ、図１６Ｂ、図１７Ａ、図１７Ｂ、図１８Ａ、図１８Ｂ、図１９Ａ、及び図
１９Ｃを参照）に応じて測定され得ることは理解するであろう。要約すると、重なりの程
度は、記載の寸法（長手寸法、幅寸法、又は両方個々に、のいずれか）に少なくとも実質
的に垂直な中線を画定し、隣接するスリットの終点をこの中線に関連付けることによって
測定され得る。本明細書では長手寸法に対する測定のみを示すが、当業者であれば、本開
示によって、幅寸法における重なりの程度をどのように測定するかについては理解するで
あろう。
【００３７】
　図２１Ａは、長手寸法１２と平行に概ね配設されたスリット１１ａ及びスリット１１ｂ
を有する網状反射物品１０を概略的に示す。中線２００は、長手寸法１２に対して実質的
に垂直な又は垂直な（例えば、９０度の角度の）想像線である。中線は、２つの隣接する
スリット１１ａ及び１１ｂの反対端（例えば、第１のスリットの上端部及び第２のスリッ
トの下端部）から等距離に位置するものと定義される。図２１Ａに示される実施形態では
、中線２００は、スリット１１ａの上端部及びスリット１１ｂの下端部から等距離である
。この実施形態では、中線２００は、スリット１１ａの最上点及びスリット１１ｂの最下
点（又はこの反対）を画定する。このような一実施形態のスリットは、同一線に向かって
延びる、又は中線に向かって延びると描写され得る。多くの網状反射物品においてはスリ
ットの繰り返しの性質のために、任意の１つの物品において画定され得る多くの中線があ
る。いくつかの実施形態では、任意の中線を用いて得られる寸法は、任意の他の中線のも
のと実質的に同一（製造公差内）である。
【００３８】
　図２１Ｂは、長手寸法１２と平行に概ね配設されたスリット１１ｃ及びスリット１１ｄ
を有する網状反射物品１０を概略的に示す。この実施形態では、２つの隣接するスリット
は、スリット１１ｃの最上点がスリット１１ｄの最下点よりも高く、このためスリット１
１ｃとスリット１１ｄが重なっているということで、長手寸法において重なっている。重
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なりの特定量は寸法ｍによって与えられ得る。図２１Ｂに示される実施形態では、重なり
ｍは、何らかの量として与えられ得る。寸法ｍは絶対値であり、したがって、距離がスリ
ット１１ｃの上部から測定されるかスリット１１ｄの下部から測定されるかは重要ではな
い。
【００３９】
　図２１Ｃは、長手寸法１２と平行に概ね配設されたスリット１１ｅ及びスリット１１ｆ
を有する網状反射物品１０を概略的に示す。図２１Ｃに見られるように、下部スリット１
１ｅの最上点と上部スリット１１ｆの最下点との重なりはない。下部スリット１１ｅの最
上点と上部スリット１１ｆの最下点が長手寸法において離れている距離は、寸法ｎによっ
て与えられ得る。このタイプの構成はマイナスの重なりと呼ばれ得る。マイナスの重なり
が大きい、例えば、隣接するスリットの上部点と最下点とが離れすぎているスリットパタ
ーンにおいては、相対的に言って、伸張されたときに網状再帰反射パターンは拡張しない
、又は所望するほど拡張しない。拡張しない又は所望の量まで拡張しない網状再帰反射パ
ターンは、所望の量を拡張するものとは同じ利点を含み得ず、例えば、より良好な再帰反
射特性を、同じコストで、より広い面積にわたって与えることはできず、より低いコスト
で、同程度の又はより良好な再帰反射特性を同じである（the same are）にわたって与え
ることはできず、所望の透過性若しくは空気流又はこれらのいくつかの組み合わせを与え
ることはできない。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、網状再帰反射物品は、５ｍｍ以下の寸法ｎを有するスリット
パターンを含み得る。あるいは換言すると、上記で定義したように、任意の２つの隣接す
る（長手寸法に垂直な軸線においてオフセットした）スリットの最上点と最下点は互いに
５ｍｍ以下離れている。いくつかの実施形態では、網状再帰反射物品は、３ｍｍ以下の寸
法ｎを有するスリットパターンを含み得る。あるいは換言すると、任意の２つの隣接する
（長手寸法に垂直な軸線においてオフセットした）スリットの最上点と最下点は互いから
３ｍｍ以下にある。いくつかの実施形態では、網状再帰反射物品は、１ｍｍ以下の寸法ｎ
を有するスリットパターンを含み得る。あるいは換言すると、任意の２つの隣接する（長
手寸法に垂直な軸線においてオフセットした）スリットの最上点と最下点は互いに１ｍｍ
以下離れている。いくつかの実施形態では、上記で定義したように、網状再帰反射物品は
、隣接するスリットの最上点及び最下点が中線から０ｍｍ（又は製造公差内離れ）得るス
リットを含むことができる。
【００４１】
　ここで図２０を参照すると、キャリアテープ（図示せず）を反射材２０の反射性の主面
２４に、反射性の主面２４に沿って貼着することができる。いくつかの実施形態では、網
状反射物品１０は、反射材２０の主面のうちの１つに配設された接着剤層２８を更に備え
、接着剤層２８は、反射材２０の複数のストランド１６上に配設される、複数のストラン
ドに分離可能である。網状反射物品１０は、また、反射材２０とは反対側の接着剤層２８
の主面上に配設された基材３０に接着してもよい。いくつかの実施形態では、基材はエラ
ストマー性である。
【００４２】
　本発明で開示される網状反射物品１０は、拡張していない形態のときには第１の輝度、
拡張した形態のときには第２の輝度を有する。本発明で開示される網状反射物品１０は、
拡張していない形態のときには第１の透過性、拡張した形態のときには第２の透過性を有
する。本発明で開示される反射材２０は、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、及
び微小球フィルムのうちの少なくとも１つから選択される。
【００４３】
　ここで図１６Ａ、図１６Ｂ、図１７Ａ、図１７Ｂ、図１８Ａ、図１８Ｂ、図１９Ａ、図
１９Ｂ及び図２０を参照すると、いくつかの実施形態では、網状反射物品１００は１つよ
り多い方向に拡張可能である。いくつかの実施形態では、網状反射物品１００は、長手方
向及び幅方向とを有し、反射材２０内に開口部１２２を設けるように互いに分離可能な反
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射材２０の複数の領域１１６を有し、反射材２０は、反射性の主面２４と非反射性の主面
２６とを備え、開口部１２２のそれぞれは、長手寸法１１２及び幅寸法１１４とを有し、
網状反射物品１００は少なくとも２つの方向に拡張可能である。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、本発明で開示される物品１００は、また、共通の交差部１２
５から径方向に延びる多数１２４の複数の領域１１６を含む。いくつかの実施形態では、
本発明で開示される物品１００は、反射材２０の複数の領域１１６の間が第１の幅寸法と
なるように分離されると第１の反射輝度を提供し、反射材２０の複数の領域１１６の間が
第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、網状反射物品１００は、網状反射物品１００の拡張の量に応
じた輝度の変化率を有する。例えば、網状反射物品１００が拡張するにつれて輝度は低下
する。いくつかの実施形態では、網状反射物品１００は、約１０％～少なくとも約３００
％の範囲内において面積が拡張する。いくつかの実施形態では、網状反射物品１００の拡
張していない状態から網状反射物品１００の拡張したバージョンへの輝度の変化率は、約
９０％から４０％未満もの範囲の輝度の減少率である。いくつかの実施形態では、網状反
射物品１００は、接着剤層２８が配設された反射材２０の複数の領域１１６の間が第１の
幅寸法となるように分離されると第１の反射輝度を提供し、接着剤層２８が配設された反
射材の複数の領域１１６の間が第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を
提供する。これらの変化する輝度及び透過性は、網状反射物品１００の多数回の洗濯前及
び／又は洗濯後に評価され得る。いくつかの実施形態では、第１の幅寸法から第２の幅寸
法における開口面積の変化は少なくとも２０％であり、第１の反射輝度と第２の反射輝度
との間の輝度の減少は、少なくとも２５％の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までで
あり、輝度の両方は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３（２０１３）に従い未洗濯の網状反射物
品に対して実施したときに決定され、更に、網状反射物品は、少なくとも５．５ｃｍ／ｓ
の透過性を有する。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、本発明で開示される網状反射物品１００は、接着剤層２８が
配設された反射材２０の複数の領域１１６の間が第１の幅寸法となるように分離されると
第１の反射輝度を提供し、接着剤層２８が配設された反射材２０の複数の領域１１６の間
が第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する。いくつかの実施形
態では、第１の反射輝度は第２の反射輝度よりも高い。
【００４７】
　再度図２０を参照すると、本発明で開示される網状反射物品１００は、また、反射材２
０の反射性の主面２４に貼着されるキャリアテープ（図示せず）を含む。いくつかの実施
形態では、本発明で開示される網状反射物品１００は、反射材２０の主面のうちの１つに
配設された接着剤層２８を設け、接着剤層２８は、反射材２０の複数の領域１１６上に配
設される、複数の領域に分離可能である。いくつかの実施形態では、本発明で開示される
網状反射物品１００は、網状反射材２０とは反対側の接着剤層２８の主面上に配設された
基材３０を含む。いくつかの実施形態では、基材はエラストマー性である。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、本発明で開示される網状反射物品１００は、拡張していない
形態のときには第１の輝度、拡張した形態のときには第２の輝度を有する。いくつかの実
施形態では、本発明で開示される網状反射物品１００は、拡張していない形態のときには
第１の透過性、拡張した形態のときには第２の透過性を有する。これらの変化する輝度及
び透過性は、網状反射物品１００の多数回の洗濯後に評価され得る。いくつかの実施形態
では、有用な反射材２０は、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、及び微小球フィ
ルムのうちの少なくとも１つから選択される。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、スリット１１、２１、３１、ミシン目、又はこれらの組み合
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わせは、ロータリーダイカット、レーザーカット、超音波スリット加工等などの任意の既
知の技術を用いて作製することができる。
【００５０】
　本開示の再帰反射物品は多様な商用物品に組み込み、商用物品に再帰反射性を付与する
ことができる。好適な商用物品の例としては、標識、広告板、路面標示等などのディスプ
レイ物品、自転車、自動二輪車、列車、バス等などの輸送物品、並びにシャツ、セーター
、スウェットシャツ、ジャケット、コート、ズボン、靴、靴下、手袋、ベルト、帽子、ス
ーツ、一体型肌着、ベスト、バッグ、及びバックパック等などの衣服物品が挙げられる。
本発明で開示される反射物品を使用することができる付加的な物品としては、キャンプ用
品、ベビー用品、ペット用アクセサリ、玩具、電話アクセサリ、スポーツアクセサリ、フ
ァッションアクセサリ等に有用な物品が挙げられる。本発明で開示される反射物品は、ま
た、輪郭、パターン、シルエット、形状、線、パッチ、パネル、小間物（例として、パイ
ピング、テープ、ボタン、ビンディング、ジッパー、トリム、レース）等などのロゴ、デ
ザインに変換することができる。
【００５１】
　消防士の衣類、つまり、多層の消防士用上着は、蒸気透過性反射材を実装することによ
って大幅に改良することができる。従来の反射材が蒸気バリアを有するので、外部シェル
から蒸気を逃がすことができない場合、高温蒸気が内方向に、着用者の皮膚の方に向けら
れ、着用者の蒸気火傷又は他の不快感の原因となる可能性がある。本明細書中に記載され
る技術は、反射領域及び非反射領域を画定する網状パターンで形成された反射材を提供す
ることによってこの問題を解決する。この方式では、反射材を付加することで外部シェル
の蒸気透過性は実質的に低下しない。
【００５２】
　多孔反射性トリム材料などの従来の反射性トリム材料を有する外部シェルを介した熱の
減衰は、従来の反射性トリム材料を有しない領域の外部シェルを介した熱の減衰よりも大
幅に小さい。したがって、防護衣類内に閉じ込められた熱は、消防士が所望する速度で冷
却するほど十分に迅速に逃げることができない可能性がある。むしろ、多孔反射性トリム
材料などの従来の反射材が存在することで、熱が防護衣類の内部に、より長時間にわたっ
て閉じ込められたままになり、消防士が火災から離れた後でも消防士に不快感を与える原
因となり得る。本明細書中に記載される技術は、不連続な蒸気透過性反射材を有する部分
の衣類の熱の減衰を実質的に低下させない不連続な蒸気透過性反射材を設けることによっ
てこの問題を解決する。この方式では、蒸気透過性反射材は、消防士の装備を構成する種
々の層内の熱負荷を低減することができ、着用者に対する負の生理的影響を低下させるこ
とができ、着用者の火傷を生じさせる尤度を低下させることができる。
【００５３】
　本明細書中に記載される技術は、約２５カンデラ／（ルクス＊メートル２）を超える、
又は更には、２５０カンデラ／（ルクス＊メートル２）を超える反射輝度を有する網状蒸
気透過性反射材を提供することができる。これら範囲内の輝度は、夜間及び夕暮れ時にお
ける着用者の視認性を大幅に向上させることができる。実際、これにより、夜間の自動車
運転者から消防士をより見えるようにすることができるのみならず、より重要なことには
、これら輝度範囲は上述の蒸気透過性及び熱崩壊特性をなお提供しながらも達成すること
ができる。
【００５４】
　以下は、本発明で開示される網状反射物品の実施形態及び実施形態の組み合わせの非限
定的な開示である。
【００５５】
　実施形態１．反射材の複数のストランドを備える網状反射物品であって、反射性の複数
のストランドは、反射材のブリッジ領域にて互いにくっついており、かつブリッジ領域の
間で反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能であり、
　開口部は、可変的に拡張可能な面積を提供するように拡張可能であり、
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　反射材は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、
　開口部のそれぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し、複数のストランドのそれぞれは、厚
さを有し、
　網状反射物品は、長手方向及び幅方向のうちの少なくとも１つに拡張可能である、網状
反射物品。
【００５６】
　実施形態２．反射材の複数のストランド間が第１の幅寸法となるように分離されると第
１の反射輝度を提供し、反射材の複数のストランド間が第２の幅寸法となるように分離さ
れると第２の反射輝度を提供する、実施形態１に記載の物品。
【００５７】
　実施形態３．第１の反射輝度と第２の反射輝度との間の輝度の減少は、少なくとも約１
０％の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０
－０３（２０１３）に従い、未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定される実
施形態２に記載の物品。
【００５８】
　実施形態４．第１の幅寸法から第２の幅寸法における開口面積の変化は少なくとも２０
％であり、第１の反射輝度と第２の反射輝度との間の輝度の減少は、少なくとも２５％の
輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３
（２０１３）に従い未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定され、更に、網状
反射物品は、少なくとも５．５ｃｍ／ｓの透過性を有する、実施形態２に記載の物品。
【００５９】
　実施形態５．接着剤層が配設された反射材の複数のストランド間が第１の幅寸法となる
ように分離されると第１の反射輝度を提供し、接着剤層が配設された反射材の複数のスト
ランド間が第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する、実施形態
２に記載の物品。
【００６０】
　実施形態６．第１の幅寸法は第２の幅寸法よりも小さい、実施形態３及び４に記載の物
品。
【００６１】
　実施形態７．第１の反射輝度は、第２の反射輝度よりも高い、実施形態６に記載の物品
。
【００６２】
　実施形態８．非反射領域は、反射材の総表面積の少なくとも２５％を含む、実施形態１
に記載の物品。
【００６３】
　実施形態９．非反射領域は、反射材の総表面積の少なくとも５０％を含む、実施形態１
に記載の物品。
【００６４】
　実施形態１０．反射材の反射性の主面に貼着されたキャリアテープを更に備える、実施
形態１に記載の物品。
【００６５】
　実施形態１１．反射材の主面のうちの１つに配設された接着剤層を更に備え、接着剤層
は、反射材の複数のストランド上に配設される、複数のストランドに分離可能である、実
施形態１に記載の物品。
【００６６】
　実施形態１２．網状反射物品とは反対側の接着剤層の主面上に配設された基材を更に備
える、実施形態２に記載の物品。
【００６７】
　実施形態１３．基材はエラストマー性である、実施形態１２に記載の物品。
【００６８】
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　実施形態１４．物品が拡張していない形態のときには第１の輝度、物品が拡張した形態
のときには第２の輝度を有する、実施形態１２に記載の物品。
【００６９】
　実施形態１５．物品が拡張していない形態のときには第１の透過性、物品が拡張した形
態のときには第２の透過性を有する、実施形態１２に記載の物品。
【００７０】
　実施形態１６．反射材は、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、及び微小球フィ
ルムのうちの少なくとも１つから選択される、先行する実施形態のいずれか１つに記載の
物品。
【００７１】
　実施形態１７．反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能な反射材の複数の領域
を備える、長手方向及び幅方向を有する網状反射物品であって、
　反射材は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、
　開口部のそれぞれは、長手寸法及び幅寸法を有し、
　網状反射物品は少なくとも２つの方向に拡張可能である、
　網状反射物品。
【００７２】
　実施形態１８．共通の交差部から径方向に延びる多数の複数の領域を更に備える、実施
形態１７に記載の物品。
【００７３】
　実施形態１９．反射材の複数の領域の間が第１の幅寸法となるように分離されると第１
の反射輝度を提供し、反射材の複数の領域の間が第２の幅寸法となるように分離されると
第２の反射輝度を提供する、実施形態１７又は１８に記載の物品。
【００７４】
　実施形態２０．第１の反射輝度と第２の反射輝度との間の輝度の減少は、約１０％の輝
度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３（
２０１３）に従い未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定される、実施形態１
９に記載の物品。
【００７５】
　実施形態２１．第１の幅寸法から第２の幅寸法における開口面積の変化は少なくとも２
０％であり、第１の反射輝度と第２の反射輝度との間の輝度の減少は、少なくとも２５％
の輝度の減少から約９０％の輝度の減少までであり、両輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０
３（２０１３）に従い未洗濯の網状反射物品に対して実施したときに決定され、更に、網
状反射物品は、少なくとも５．５ｃｍ／ｓの透過性を有する、実施形態１９に記載の物品
。
【００７６】
　実施形態２２．接着剤層が配設された反射材の複数の領域の間が第１の幅寸法となるよ
うに分離されると第１の反射輝度を提供し、接着剤層が配設された反射材の複数の領域の
間が第２の幅寸法となるように分離されると第２の反射輝度を提供する、実施形態１９に
記載の物品。
【００７７】
　実施形態２３．第１の反射輝度は第２の反射輝度よりも高い、実施形態２１に記載の物
品。
【００７８】
　実施形態２４．反射材の反射性の主面に接着されたキャリアテープを更に備える、実施
形態１７に記載の物品。
【００７９】
　実施形態２５．反射材の主面のうちの１つに配設された接着剤層を更に備え、接着剤層
は、反射材の複数の領域上に配設される、複数の領域に分離可能である、実施形態１７に
記載の物品。
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【００８０】
　実施形態２６．網状反射物品とは反対側の接着剤層の主面上に配設された基材を更に備
える、実施形態１９に記載の物品。
【００８１】
　実施形態２７．基材はエラストマー性である、実施形態１７に記載の物品。
【００８２】
　実施形態２８．物品が拡張していない形態のときには第１の輝度、物品が拡張した形態
のときには第２の輝度を有する、実施形態２５に記載の物品。
【００８３】
　実施形態２９．物品が拡張していない形態のときには第１の透過性、物品が拡張した形
態のときには第２の透過性を有する、実施形態２５に記載の物品。
【００８４】
　実施形態３０．反射材は、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、及び微小球フィ
ルムのうちの少なくとも１つから選択される、実施形態１７～２９のいずれかに記載の物
品。
【００８５】
　実施形態３１．少なくとも長手寸法及び幅寸法を有する反射物品であって、
　複数のスリットが形成された、光学フィルム、マイクロプリズムフィルム、微小球フィ
ルム、又はこれらの組み合わせを備える反射層を備え、
　複数のスリットはスリット方向を有し、スリットのそれぞれは、スリット方向に沿って
、上部方向と、反対の下部方向とを有し、スリット方向は、長手寸法又は幅寸法に少なく
とも実質的に平行であり、複数のスリットは、スリット方向に垂直な軸線に対してオフセ
ットした少なくとも２つの隣接するスリットを備え、反射物品が予め伸張された状態のと
きに、少なくとも２つの隣接するスリットの上部と下部は、スリット方向に沿って５ｍｍ
以下離れている、反射物品。
【００８６】
　本発明を以下の実施例によって更に説明するが、これらの実施例において記載される特
定の材料及びそれらの量、並びに他の条件及び詳細は、本開示を不当に制限するものとし
て解釈されるべきではない。
【００８７】
　試験方法
　材料の再帰反射性を測定するための試験方法
　実施例における再帰反射性は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３（２０１３）－同一平面幾何
形状を用いた再帰反射性シート材の再帰反射係数の標準的試験方法に記載の試験基準を用
いて測定した。結果は、ｃｄ／ルクス／ｍ２の単位を表す再帰反射性の単位Ｒａとして測
定される。
【００８８】
　開口面積を決定するための試験方法
　各拡張／網状フィルムの％開口面積は、拡張量を拡張／網状フィルムの最終幅で除する
ことにより数学的に決定した。
【００８９】
　洗濯耐久性を測定するための試験方法
　洗濯耐久性を、ＩＳＯ６３３０　２Ａ法（６０Ｃ家庭洗濯）に従い測定した。再帰反射
性を、洗濯前及び７５洗濯サイクルの後に測定した。結果は、ｃｄ／ルクス／ｍ２の単位
を表す反射性の単位Ｒａとして測定した。
【００９０】
　通気度測定用試験方法
　通気性を、ＡＳＴＭ　Ｄ７３７－０４（２０１６）－Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｉｒ　Ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｆａ
ｂｒｉｃｓに従い測定した。結果は、ｃｍ／ｓ（ｃｆｍ／ｓｑ　ｆｔ）として報告する。
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【００９１】
　スリット及び拡張／網状反射フィルムを作製するための方法
　スリット反射フィルムは、ロータリーダイカット及びレーザーカットを含む任意の多く
の方法で作製することができる。以下の実施例で記載するスリットフィルムは、３Ｍ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ、Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から商品名「３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈ
ｌｉｔｅ　８７２５　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｉｌｍ」で入手可能な５ｃｍ
（２インチ）幅の反射材をロータリーダイカットすることによって作製した。転写フィル
ムに開口部を設けた。開口部は直線の開口部形状を有し、長手方向の繰り返し部毎に１つ
の開口部、及び幅繰り返し部毎に２つの開口部を有する２２ｍｍの長手方向繰り返し部を
有する。
【００９２】
　代替的に、４００ワットＣＯ２、９．３６ｎｍの波長共振器を有する、Ｐｒｅｃｏ　Ｉ
ｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ（Ｌｅｎｅｘａ、Ｋａｎｓａｓ）から商品名「Ｍｉｎｉ　Ｆｌｅ
ｘＰｒｏ　Ｍｏｄｅｌ　ＬＢ２４４０」で市販されているレーザーカッタを用いたレーザ
ーカットシステムにより、商品名「３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　８７２５　Ｓｉｌｖｅ
ｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｉｌｍ」で市販されている反射材にスリットを入れることがで
きる。電力設定はパルスモードで４０～６０％であった。幅約２００マイクロメートルの
スリットのアレイをレーザーで切除した。
【００９３】
　以下の実施例に記載される拡張／網状フィルムを、手動拡張／伸張プロセスを用いてダ
イカットフィルム又はレーザーカットフィルムを拡張させ、作製した。代替的に、拡張／
網状フィルムは、スプレッダバーが備えられたニップロールを用いた自動プロセスにより
作製してもよい。伸張の程度は、スリットフィルムに対するスプレッダバーのたわみ、ス
プレッダの湾曲の程度、及びスリットフィルムの張力によって制御される。伸張／網状フ
ィルム材料は、その後、高トラクションニップロール上に送られ、そこで伸張／網状構成
が保持され、その後、フィルムは剥離ライナー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ
、ＭＮ）から商品名「８４０３」で市販されているものなど）に積層され、７．６ｃｍ（
３インチ）の厚紙芯に巻かれる。フィルムは、長手方向又は幅方向のみの拡張に限定され
ず、特定の構成では、径方向又は多方向に拡張させることができる。
【００９４】
　図１～図１５は、様々なスリットフィルムパターンを示し、「Ａ」図は、スリットが入
れられ、かつ非拡張／非網状状態のフィルムを示し、「Ｂ」図は、拡張／網状状態の同一
フィルムパターンを示す。
【実施例】
【００９５】
　実施例１
　実施例１は、拡張／網状部のないスリットフィルムであり、手動で組み立てた再帰反射
性フィルムを、接着剤層を有する織布又は基材に積層させることによって作製された。こ
のスリット反射フィルムは、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ、Ｍｉｎｎｅｓｏｔ
ａ）から商品名「３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　８７２５　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｆｉｌｍ」で市販されている５ｃｍ（２インチ）幅の反射フィルムをロータリーダ
イカットすることによって作製された。転写フィルムに、２２ｍｍの直線開口部形状で、
長手方向に１回の繰り返しにつき１つの開口部、及び幅の繰り返し毎に２個の開口部で切
り取った。開口部は２ｍｍ／２ｍｍのストランド幅で分離された。長手方向ブリッジ領域
は２ｍｍ／２ｍｍであり、ブリッジ領域のオフセットは０％／５０％であった。線が描か
れた製品にスリットを入れた後、ペーパーライナーを取り外し（手動又は巻取りロールで
ライナーを剥がし）、ビーズのある側を、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名「３Ｍ　Ｐｏ
ｌｙｅｓｔｅｒ　８４０３」で市販されている剥離ライナーに交換した。スリットフィル
ムは、その後、Ｌａｕｆｆｅｎｍｕｌｅ　Ｔｅｘｔｉｌ　ＧｍｂＨ（Ｌａｕｃｈｉｎｇｅ
ｎ、Ｇｅｒｍａｎｙ）から商品名「Ｌａｕｆｆｅｎｍｕｌｅ　ｆａｂｒｉｃ（＃４２０４
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０、６５％ポリエステル／３５％綿、２１５ｇ／ｍ２、色：Ｂｕｇａｔｔｉ　Ｒｏｙａｌ
　＃４０２２８／２）」で市販されているものなどの綾織ポリエステル布地に加熱積層し
た。積層は、Ｓｔａｈｌｓ’Ｈｏｔｒｏｎｉｘ（Ｃａｒｍｉｃｈａｅｌｓ、Ｐｅｎｎｓｙ
ｌｖａｎｉａ）から商品名「Ｓｔａｈｌｓ’Ｈｏｔｒｏｎｉｘ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　Ｐｒｅｓｓ　ＳＴＸ２０」で市販されているものなどの転写プレス機を用い
て、１７７Ｃ（３５０Ｆ）、滞留時間２０秒間、エアライン圧設定４で行った。
【００９６】
　サンプルを室温に冷却した後、剥離ライナーを取り外し、網状再帰反射物品を得た。
【００９７】
　表１に示す輝度（Ｒａ）及び透過性の値を有する網状及び布地積層サンプルを、上述の
洗濯耐久性を測定するための試験方法及び透過性を測定するための試験方法に従い試験し
た。
【００９８】
　開口部形状の、長手方向の繰り返しの値［ｍｍ］、長手方向の繰り返しの開口部の数、
幅方向の繰り返しの開口部の数、ストランド幅［ｍｍ］、長手方向ブリッジ領域［ｍｍ］
、ブリッジ領域のオフセット［％］、及び標準からの変更点を表２及び図３に記載する。
実施例１は、表２の図４に対応する。
【００９９】
　実施例２
　実施例２は、実施例１と同様にフィルムにスリットを入れ、その後、約２４％の開口面
積まで拡張する／網状にすることによって作製した。実施例１のスリットフィルムは、ス
リットフィルムをビーズ側を上にして置き、フィルムの端部を、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙか
ら商品名「３Ｍ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｍａｓｋｉｎｇ　Ｔａｐｅ」で市販されている
ものなどのマスキングテープで平坦面に固定し、スリットフィルムを平坦かつ直線に維持
することにより手動で拡張させた。フィルムの下縁部は、所望のフィルム縁部幅で、テー
プをスリット開口部に平行に配置することで平坦面に固定した。フィルムを広げるために
用いた剛性薄型平坦スプレッダバー（例えば、定規）は、スリットフィルムの上部に固定
した。短い方の縁部にはトリミングを施した。スプレッダバーを平面内においてスリット
方向に垂直な方向に引き、フィルムを所望の広がり距離に拡張させた。
【０１００】
　拡張したフィルムは、スプレッダバー縁部の上部に沿ってマスキングテープで固定した
。３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名「３Ｍ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｔａｐｅ　８４０３」
で市販されているものなどの剥離ライナーを、その後、フィルムの上部（ビーズ側）に適
用し、ゴムローラで平坦に広げ、拡張形態を転写フィルムに接着させた。その後、拡張し
た網状フィルム材料を実施例１と同様に加熱積層した。
【０１０１】
　サンプルを室温に冷却した後、剥離ライナーを取り外し、網状拡張反射物品を得た。サ
ンプルは、その後、実施例１と同様に積層し、試験した。
【０１０２】
　実施例３
　実施例３は、実施例１と同様にフィルムにスリットを入れ、その後、実施例２と同様に
約６０％の開口面積まで拡張する／網状にすることによって作製し、その後、実施例１と
同様に積層し、試験を行った。
【０１０３】
　比較例Ｃ１：
　比較例Ｃ１は、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名「３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　８７
２５　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｉｌｍ」で市販されているものなどの５ｃｍ
（２インチ）幅の転写フィルムからなり、キャリアテープが存在しないこと以外は実施例
１に記載のように積層し、試験を行った。
【０１０４】
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　比較例Ｃ２：
　比較例Ｃ２は、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名「３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　Ｒｅ
ｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　５５１０　Ｓｅｇｍｅｎｔｅｄ　Ｈｏｍｅ　Ｗａ
ｓｈ　Ｔｒｉｍ」で市販されているものなどの５ｃｍ（２インチ）幅の反射材からなり、
実施例１と同様に積層し、試験を行った。比較例２は、反射材の連続シートを使用し、一
部を切り取り、その後、これらを取り除くことで作製されることから、比較例２は、実施
例１～３に用いた技術とは異なる技術を用いて作製した。比較例２は、拡張可能な反射材
ではない。
【０１０５】
【表１】

【０１０６】
【表２】

【０１０７】
【表３】

【０１０８】
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　いくつかの実装形態及び実施形態を記載してきた。例えば、反射領域及び非反射領域を
有する網状蒸気透過性反射材について記載してきた。網状蒸気透過性反射材の熱崩壊及び
蒸気透過性は、網状蒸気透過性反射材を含まない下地材の熱崩壊及び蒸気透過性と実質的
に同一である。
【０１０９】
　しかし、本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく、様々な変更を施すことができるこ
とは理解される。例えば、網状蒸気透過性反射材は、あらゆる衣類の一部として、衣類の
反射性を提供するために、更にまた、衣類の適切な熱の減衰及び蒸気透過性を提供するた
めに含むことができる。加えて、網状蒸気透過性反射材は、衣類又は物品を実質的に又は
完全に覆うことができる。また、反射材は、日中の視認性を高めるために蛍光を発するよ
うに作製してもよい。加えて、代替的な方法を用いて網状蒸気透過性反射材を実現しても
よい。例えば、材料上に適用される反射基材の様々な異なるグラフィックスクリーン印刷
技術、電子デジタル印刷技術、プロッタカット、レーザーカット、若しくはダイカット、
又は他の類似の技術を用いて網状蒸気透過性反射材を実現してもよい。したがって、他の
実装形態及び実施形態は、以下の特許請求の範囲内である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】



(24) JP 2019-529976 A 2019.10.17
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図１１Ａ】
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【図１２Ｂ】 【図１３Ａ】
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【図１５Ｂ】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１７Ａ】
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【図１７Ｂ】 【図１７Ｃ】

【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】
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【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】

【図２０】

【図２１Ａ】

【図２１Ｂ】

【図２１Ｃ】
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